
令和８年度国民健康保険料（年額）

医療分保険料 後期高齢者
支援金分保険料 介護保険料 ※1 子ども・子育て

支援金分保険料�※2
平等割保険料
（世帯あたり）

33,908円 10,845円

均等割保険料
（被保険者あたり）

被保険者数
×34,990円

被保険者数
×11,191円

介護保険第2号
被保険者数
×18,682円

被保険者数
×1,841円

所得割保険料
※3 ×9.50％ ×3.06％ ×2.60％ ×0.28％
最高限度額 66万円 26万円 17万円 3万円

算定基礎所得金額（前年中総所得金額－43万円）

with English♪
Fun! Fun! Fun!

英語が初めてでも大丈夫！！ゲームやクイズを通して楽しく練習★みんなが「分かった！」「できた！」と実感できて、英語力がアップするよ！
日時 �①7/25（土）②8/29（土）③9/12（土）　※①～③は異なる内容です。いずれかの参加でも可。詳細は参加者へお知らせします。
場所 区役所2階 大会議室　対象 区内在住・在学の小学生　定員 各回70名程度（申込多数抽選）各日10：00～12：00［小1・2年生］、14：00～16：00［小3〜6年生］
内容 �①Who is this?　指令をクリアしてなぞ解きをしよう！　②English World Cup　英語のゲームでチャンピオンになろう！　�

③Hello, World.　パスポートを持って外国に入国するよ。
申込 �右上二次元コードの応募フォームから　
※上記の方法で申込みができない方は、受託事業者（株式会社イング 6616-8884または abeno_english@ing-edu.com）でお問合せください。
締切 6/22（月）13：00　詳しくは
問合 区役所（教育支援）２階22番　 6622-9893　 6622-9840 

★English Communicative Time★参加者募集 ！ 無料  要申込  

検索阿倍野区小学生英語等支援事業

講師の方と

あべのんの

お話動画、みてね

申込みは
こちら

国民健康保険料は、前年分の所得で計算しています。減免申請は年度ごとに申請
が必要なため、令和７年度の保険料の減免を受けた方も、令和８年度の保険料の
減免申請が必要です。現在も失業状態が継続していて納付困難な場合や、昨年よ
り大幅に所得が減少していて支払いが困難な場合は、問合へご相談ください。

Ａ
低所得世帯には、世帯の前年中所得に応じて、それぞれ７割・５割・２割
の軽減措置が法律の定めにより適用されます。未就学児については
保険料の均等割を５割軽減します。この軽減措置は申請が不要です
が、世帯全員の所得状況がわからない場合は、軽減が適用されませ
ん。世帯全員が申告されていますか？保険料決定通知書の「所得」
欄が「＊＊＊＊＊」となっていれば、その方の所得申告をお願いします。

Ａ

視覚障がいのある被保険者の方（希望者）に、
後期高齢者医療保険料決定通知書に記載の
保険料年額や月額等の主な内容を点字文書に
して同封します。
ご希望の方は、問合に電話または窓口で申込
んでください。申込時には、住所•氏名•生年月
日をお聞きします。
一度申し込めば、毎年の申込みは不要です。な
お、転居などにより居住区が変わった場合は、
再度申込みの必要があります。

曜日や時間帯により、窓口が混雑し長い待ち時間が発生する場合があります。可能な限り窓口の混
雑していない時間帯に来庁ください。スマホやパソコンから窓口の状況を確認できるページや、
ネットから順番待ち受付ができる民間サイト「EPARKグルメ」もご利用ください。書類送付で可能
な手続きもあります。

問合 区役所（保険年金）2階24番　 6622-9956・6622-9946　 6621-1412

窓口予約や
呼出状況はこちら

書類送付で可能な
手続きはこちら

【国民健康保険・後期高齢者医療制度】
・適用終了手続き
・資格確認書または資格情報のお知らせ再交付
・高齢受給者証再交付（国民健康保険）
・納付書再発行　・保険料の口座振替依頼

【国民年金】
・国民年金保険料免除、納付猶予
・国民年金保険料学生納付特例

●書類送付により手続きが可能な業務

問合 区役所（保険年金）2階24番
6622-9956　 6621-1412

保険料などの主な内容を
点字文書にして同封します

窓口予約や送付で
手続きをスマートに！

問合 区役所（保険年金）２階２４番　
6622-9956　 6621-1412

令和8年度（令和8年4月から令和9年3月）国民健康保険料の決
定通知書を、6月中旬に送付します。6月中に届かない場合はご
連絡ください。
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等によ
る所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の
軽減・減免ができる場合があります。詳しくは問合せください。

令和８年度の
国民健康保険料について

令和8年度の国民健康保険料は、次の表により計算した金額が年間保険料となります。

国民健康保険料のご納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください

なお、被保険者間の負担の公平性の観点から、「府内統一保険料率」としており、大阪府内の
市町村にお住まいで「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となっています。

※1 �介護分保険料は、被保険者の中に４０歳～６４歳の方（介護保険第２号被保険者）がいる世帯にのみかかりま
す。介護分保険料の平等割保険料はかかりません。　

※2 �子ども・子育て支援金分保険料の平等割保険料はかかりません。子ども・子育て支援金分保険料の均等割は、
18歳以上均等割を含みます。　

※3 �世帯の所得割保険料は、被保険者（介護分保険料の所得割は介護保険第２号被保険者）ごとに計算した所得
割の合計額となります。　

保険料についてよくある質問

保険料の納付

収入が少ないのに、今回の通知をみると高くなっている。
保険料が昨年に比べてすごく高い。なぜ？Q 令和８年度の国民健康保険料の決定通知書が送られてきたが、保険料が高く決

定されていた。

以前に減免申請しているのになぜ高くなったの？Q

7

令和8年6月号 No.361あべのんに来てほしい！あべのんのイラストを使いたい！そんな時は…
問合 区役所（区政企画）2階21番 6622-9683 6621-1412

あべのんの部屋はこちらから。登場スケジュールや
あべのんの取材記事、おでかけ記事、グッズなど▶

あべのんの新SDGsマークができたよ！みんなで使ってほしいのん！
問合 区役所（区政企画）2階21番 6622-9683

６/17（水）21：15～21：30に放送予定のラジオ大阪「あれも！これも！SDGｓ」で阿倍野区を大特集！ぜひ、ご視聴ください！
問合 区役所（区政企画）2階21番 6622-9683


